
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院

規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
―
四
〇

人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
適
用
除
外
職
員
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務



時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

（
新
設
）

時
間
の
割
振
り
の
基
準
）

第
三
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

第
三
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

一

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
六
時
間
以
上
と
す
る

と
。

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に

規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
院
の
定
め

る
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
の
三
に
お
い
て

「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四



十
五
分
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間

勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
勤
務
時
間
法
第
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る

勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
週
休
日
以
外
の
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た

時
間
。
次
項
及
び
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。

イ

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲

（
新
設
）

内
で
各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規

定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）



が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規
定

す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
院
の
定
め

る
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
の
三
に
お
い
て

「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七
時
間

四
十
五
分
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付

短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当

該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
単
位
期

間
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単

位
期
間
を
い
う
。
ロ
及
び
第
四
条
の
七
に
お
い
て



同
じ
。
）
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当

該
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
週
休
日
（
同
項
に
規
定
す
る
週
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
日
の
日
数
で
除

し
て
得
た
時
間
。
次
項
及
び
第
四
条
の
三
第
一
項

第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。

ロ

単
位
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区

（
新
設
）

分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
次
項
及
び
第
四
条

の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い

う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
各
省
各

庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休
日
等
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
に
定
め
る
あ
ら
か
じ
め



定
め
る
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
前
号
ロ
に
定
め
る
あ

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除

午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時

き
、
各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

間
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
職
員
が
勤
務
す
る
部
局
又

す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
部

は
機
関
の
職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の

局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る

時
間
並
び
に
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
定
め

五
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の

る
標
準
的
な
休
憩
時
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
条

項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共

の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
き
、

通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内
で

各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ

め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割



り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁

の
長
が
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告

の
長
が
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告

を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
（
第
一
号
に
規
定

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規

す
る
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
（
給
与
法
別
表
第
十
専

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

に
応
じ
、
前
項
第
三
号
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準

ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報
の
分
析
を
主
と
し
て
行
う

に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法
第
六
条

職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の
長
が
人
事
院
と
協
議
し
て
定

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

め
る
職
員
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同

が
で
き
る
。

じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資



す
る
と
認
め
る
場
合
）
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
及
び
同
項
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又

る
職
員
（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又

は
調
査
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び

は
調
査
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び

次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究

次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究

職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第

職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と

い
う
。
）
若
し
く
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂

い
う
。
）
又
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
を



行
を
支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究

支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究
職
員

職
員
の
う
ち
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る

の
う
ち
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員

職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務

又
は
任
期
付
研
究
員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務
の
相

の
相
当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂
行
す
る
職
員
に

当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂
行
す
る
職
員
に
限

限
る
。
）
又
は
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員

次
に
掲

る
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準

げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す

と
。

る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時

間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

⑴

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

（
新
設
）

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五

分
と
す
る
こ
と
。

⑵

区
分
期
間
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て

（
新
設
）



各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
未
満

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
イ
⑵
に
定
め
る
あ

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
日
以

日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の

上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間

時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に

帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に

つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範
囲
内

つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内
で
各
省

で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら

各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め

か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又

定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務

に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を

時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と

割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ

す
る
こ
と
。

と
。



（
削
る
）

二

給
与
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報

の
分
析
を
主
と
し
て
行
う
職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の

長
が
人
事
院
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ

る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
（
各

省
各
庁
の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資

す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
二
時
間
以
上
）
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間

四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
公

務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合



は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち

一
日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

の
時
間
帯
）
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一

日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範

囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に

あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部

局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時

間
と
す
る
こ
と
。

二

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

三

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
同

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
こ

じ
。
）
の
長
で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
条
第
二
号
に
規

の
号
及
び
第
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長



定
す
る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の

で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

矯
正
医
官
で
あ
っ
て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機

る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第

関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
矯
正
医
官
で
あ
っ

調
査
研
究
若
し
く
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
又

て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の

は
矯
正
施
設
内
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究

場
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
若
し
く
は

に
従
事
す
る
も
の

次
に
掲
げ
る
基
準

情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
又
は
矯
正
施
設
内
に
お

け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
に
従
事
す
る
も
の

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
二

時
間
が
そ
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す

る
こ
と
。



イ

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

（
新
設
）

と
。

⑴

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五

分
と
す
る
こ
と
。

⑵

区
分
期
間
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
未
満

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
イ
⑵
に
定
め
る
あ

（
新
設
）

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休

憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め



定
め
る
連
続
す
る
二
時
間
が
、
勤
務
時
間
の
一
部

と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十

五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日

五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日

に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
前

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除

項
各
号
（
い
ず
れ
も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に

く
。
）
及
び
第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割

係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ

り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い



て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第

て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第

二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
定

二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は
第

め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
（
い
ず
れ

（
新
設
）

も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
、
公
務
の

能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場

合
に
は
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
当
該
基
準
に
つ
い
て

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
院
が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
人
事
院
と
の
協



議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

（
新
設
）

時
間
の
割
振
り
の
手
続
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
（
次
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条

定
に
よ
る
申
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申

に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応

告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を

る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
申
告
以
外
の
申
告

当
該
申
告
を

一

前
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該

考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
こ

申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤

の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が



と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め

ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告
及
び
特

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該

定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
の
申
告
（
始
業
及
び
終
業
の

申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

時
刻
に
つ
い
て
当
該
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
の
申

る
。
た
だ
し
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割

告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務

振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認

の
能
率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
の
勤
務
時

め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

間
の
割
振
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

こ
れ
ら
の

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ



ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤

振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
か
ら
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時

（
新
設
）

間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

休
憩
時
間
を
置
く
た
め
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変

更
す
る
と
き
。

三

（
略
）

二

（
略
）



４

（
略
）

４

（
略
）

（
単
位
期
間
）

（
新
設
）

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

則
で
定
め
る
期
間
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
単
位
期

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正

間
」
と
い
う
。
）
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週

と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院

間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合

週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一

及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
一
週
間
、
二
週

週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の

間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週

間
と
す
る
。

休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
に
つ
い
て
は
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週



間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
）

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
区
分
期
間
ご
と
に

日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
単
位
期
間
を
そ
の

つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位

期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期

間
。
次
号
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い
う
。
）
ご

と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

二

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

二

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
と
す
る



と
。

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四

十
五
分
と
す
る
も
の
と
し
、
区
分
期
間
（
前
号
の
規

定
に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご

と
に
つ
き
一
日
（
次
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
未
満
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲

（
新
設
）

内
で
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間

以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て

は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

区
分
期
間
（
前
号
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
含

（
新
設
）

む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限

度
と
し
て
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
（
次



号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
に
定
め
る
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
を

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除

除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範

き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下

囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ

の
範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と

ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又

に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部

は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時

局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤

間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る

務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と

こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
指
定
し
た
職
員
の

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
定
め
た
職
員

当
該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

の
当
該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な



こ
と
。

い
こ
と
。

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

第
三
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

２

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四

「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」

項
」
と
、
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
前
項
各

と
、
「
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び

号
（
い
ず
れ
も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る

第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務

部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一

時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部

条
の
三
第
一
項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時

分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中

間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条

「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」

第
四
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条



と
、
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く

第
四
項
」
と
、
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号

は
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第

ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は
第
三
号
（
た
だ
し
書
を
除

三
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第
三

（
い
ず
れ
も
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

（
新
設
）

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
手
続
）

第
四
条
の
四

（
略
）

第
四
条
の
四

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
第

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
以

四
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ

「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認

い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を
し

と
き
は
、
当
該
申
告
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書



た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す

れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
か
ら
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時

（
新
設
）

間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

休
憩
時
間
を
置
く
た
め
に
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の



割
振
り
を
変
更
す
る
と
き
。

三

（
略
）

二

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
）

（
新
設
）

第
四
条
の
五

（
略
）

第
四
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
四
条
の
五
の
二

（
略
）

第
四
条
の
五
の
二

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
に
該
当
し

（
新
設
）

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
四
条
の
六

（
略
）

第
四
条
の
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
に
該
当
し

（
新
設
）

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
）



第
四
条
の
七

（
略
）

第
四
条
の
七

（
略
）

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
か

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、

場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
と
能
率
を
阻
害
す
る
と
認

び
福
祉
を
考
慮
し
て
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
正
規

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と

の
勤
務
時
間
が
六
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

が
で
き
る
。

前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、

連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。



（
削
る
）

二

前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
連
続
す
る

正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

（
削
る
）

３

前
項
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二

号
中
「
前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
」
と
あ

る
の
は
、
「
午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
時
間
帯

に
お
い
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
職
員

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
と
能
率

の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
前

を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に

二
項
の
規
定
に
よ
る
と
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
す
る
場

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る

合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時

と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を



間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又

（
新
設
）

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合

に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
始

ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
前
三
項
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
申
告
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
当
該

申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
が
第
一
項
又
は
前
項
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
申
告

ど
お
り
に
休
憩
時
間
を
置
く
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が

生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る



と
こ
ろ
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
申
告
は
、
休
憩
時

（
新
設
）

間
申
告
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
休
憩
時
間
申
告
簿

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

６

（
略
）

５

（
略
）

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

の
定
め
）

の
定
め
）

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

よ
り
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
条
の

よ
り
、
第
三
条
、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
、
第
六
条
、

三
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二

第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、

項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三



の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の

項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
能
率

規
定
に
よ
る
と
、
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職

を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
若
し
く
は
安

員
の
健
康
若
し
く
は
安
全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場

全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承

合
に
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時

認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日

間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息

の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息
時
間
、
宿
日
直
勤
務
、

時
間
、
宿
日
直
勤
務
、
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代

超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て

休
日
の
指
定
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）



第
二
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
又
は
第
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
の
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
の

基
準
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
一
定
の
期
間
を
限
っ
て
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
第
五
項
又
は
前
条
の
協
議
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）



一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

八

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
一
五

第
三
条
第

協
議
に
係

三
年

規
則
一
五

第
三
条
第

協
議
に
係

三
年

―

一

四

二
項
又
は

る
定
め
に

―

一

四

二
項
第
二

る
職
員
の

（
職
員
の

第

五

項

よ
ら
な
く

（
職
員
の

号
の
協
議

定
め
に
よ

勤

務

時

（
第
四
条

な
っ
た
日

勤

務

時

に
関
す
る

ら

な

く

間
、
休
日

の
三
第
二

間
、
休
日

文
書
等

な
っ
た
日

及

び

休

項
に
お
い

及

び

休

第
四
条
第

作
成
の
日

三
年

暇
）

て
準
用
す

暇
）

三
項
又
は

る
場
合
を

第
四
条
の



含
む
。
）

四
第
四
項

の
協
議
に

の
変
更
の

関
す
る
文

文
書
等

書
等

第
九
条
第

第
四
条
第

作
成
の
日

三
年

一
項
の
明

三
項
又
は

示
の
文
書

第
四
条
の

等

四
第
四
項

第
二
十
七

の
変
更
の

条
第
一
項

文
書
等

の
休
暇
簿

第
七
条
第

第
四
条
の

取
得
の
日

三
年

四
項
の
休

四
第
二
項

憩
時
間
申

（
第
四
条



告
簿

の
六
第
三

第
九
条
第

項
に
お
い

一
項
の
明

て
準
用
す

示
の
文
書

る
場
合
を

等

含
む
。
）

第
二
十
七

の
証
明
書

条
第
一
項

類

の
休
暇
簿

第
四
条
の

第
四
条
の

取
得
の
日

三
年

六
第
一
項

四
第
二
項

の
状
況
変

（
第
四
条

更
届

の
六
第
三

第
十
六
条

項
に
お
い

の
三
第
五



て
準
用
す

項
又
は
第

る
場
合
を

十
七
条
第

含
む
。
）

二
項
の
申

の
証
明
書

出
の
文
書

類

等

第
四
条
の

第
二
十
七

六
第
一
項

条
第
三
項

の
状
況
変

の
届
出
の

更
届

文
書
等

第
十
六
条

第
二
十
九

の
三
第
五

条
第
二
項

項
又
は
第

の
証
明
書

十
七
条
第

類



二
項
の
申

第
三
十
三

出
の
文
書

条
の
報
告

等

の
文
書
等

第
二
十
七

第
三
十
三

条
第
三
項

条
の
要
求

の
届
出
の

の
文
書
等

文
書
等

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

第
二
十
九

条
第
一
項

法
第
二
十

条
第
二
項

の
介
護
休

条
第
一
項

の
証
明
書

暇
の
休
暇

に
規
定
す

類

簿

る
一
の
継

第
三
十
三

続
す
る
状

条
の
報
告

態
ご
と
の



の
文
書
等

指
定
期
間

第
三
十
三

（
当
該
状

条
の
要
求

態
ご
と
に

の
文
書
等

そ
の
指
定

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

が
三
回
に

条
第
一
項

法
第
二
十

達
し
、
又

の
介
護
休

条
第
一
項

は
そ
の
期

暇
の
休
暇

に
規
定
す

間
が
通
算

簿

る
一
の
継

し
て
六
月

続
す
る
状

に
達
し
た

態
ご
と
の

も
の
に
限

指
定
期
間

る
。
）
の

（
当
該
状

末
日
（
同



態
ご
と
に

日
が
到
来

そ
の
指
定

す
る
前
に

が
三
回
に

当
該
介
護

達
し
、
又

休
暇
に
係

は
そ
の
期

る
要
件
に

間
が
通
算

該
当
し
な

し
て
六
月

い
こ
と
と

に
達
し
た

な
っ
た
場

も
の
に
限

合
に
あ
っ

る
。
）
の

て
は
、
そ

末
日
（
同

の
該
当
し

日
が
到
来

な
く
な
っ

す
る
前
に

た
日
）
の



当
該
介
護

翌
日

休
暇
に
係

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

る
要
件
に

条
第
一
項

法
第
二
十

該
当
し
な

の
介
護
時

条
の
二
第

い
こ
と
と

間
の
休
暇

一
項
に
規

な
っ
た
場

簿

定
す
る
一

合
に
あ
っ

の
継
続
す

て
は
、
そ

る
状
態
に

の
該
当
し

つ
き
介
護

な
く
な
っ

時
間
を
取

た
日
）
の

得
し
た
日

翌
日

か
ら
連
続

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

す
る
三
年



条
第
一
項

法
第
二
十

の
期
間
の

の
介
護
時

条
の
二
第

末
日
（
同

間
の
休
暇

一
項
に
規

日
が
到
来

簿

定
す
る
一

す
る
前
に

の
継
続
す

当
該
介
護

る
状
態
に

時
間
に
係

つ
き
介
護

る
要
件
に

時
間
を
取

該
当
し
な

得
し
た
日

い
こ
と
と

か
ら
連
続

な
っ
た
場

す
る
三
年

合
に
あ
っ

の
期
間
の

て
は
、
そ

末
日
（
同

の
該
当
し



日
が
到
来

な
く
な
っ

す
る
前
に

た
日
）
の

当
該
介
護

翌
日

時
間
に
係

第
二
十
九

通
知
し
た

三
年

る
要
件
に

条
第
一
項

日

該
当
し
な

の
通
知
の

い
こ
と
と

文
書
等
の

な
っ
た
場

写
し

合
に
あ
っ

第
三
十
二

承
認
に
係

三
年

て
は
、
そ

条
の
承
認

る
定
め
に

の
該
当
し

に
関
す
る

よ
ら
な
く

な
く
な
っ

文
書
等

な
っ
た
日

た
日
）
の

第
九
条
第

通
知
し
た

一
年



翌
日

二
項
の
通

日

第
二
十
九

通
知
し
た

三
年

知
の
文
書

条
第
一
項

日

等
の
写
し

の
通
知
の

文
書
等
の

写
し

第
三
十
二

承
認
に
係

三
年

条
の
承
認

る
定
め
に

に
関
す
る

よ
ら
な
く

文
書
等

な
っ
た
日

第
九
条
第

通
知
し
た

一
年

二
項
の
通

日

知
の
文
書



等
の
写
し

規
則
一
五

附
則
第
二

協
議
に
係

三
年

―
一
四
―

条
の
協
議

る
勤
務
時

四
〇
（
人

に
関
す
る

間
の
割
振

事
院
規
則

文
書
等

り
の
基
準

一
五
―
一

に
よ
ら
な

四
（
職
員

く
な
っ
た

の
勤
務
時

日

間
、
休
日

及

び

休

暇
）
の
一

部
を
改
正

す
る
人
事



院
規
則
）

九
～
二
十

（
略
）

九
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


